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全中貿は恒例の年末の合同会議兼懇親会を令和元年 12 月 11 日（水）、ホテル阪神にて開催しまし

た。 

参加企業は大阪連盟 34 社、兵庫連盟 12 社、横

浜連盟 1 社、東京連盟 2 社、合計 49 社で、事務

局長から全中貿主催モロッコ経済派遣団報告（令

和元年 11 月 2 日～11 日）、全中貿大阪連盟主

催、経済講演会報告（同 11 月 29 日）そして、ＴＰＰ

11 の内容について解説を行いました。 

また、会員同士のビジネスの振興に役立つ会員

企業概況一覧を配布しました。 

▲伊藤理事長のご挨拶 

▲ 集合写真 

1. 全中貿年末合同会議と合同懇親会の開催・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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▲中締めのご挨拶 鉃谷全中貿大阪連盟副理事長 

 

▲会場の様子 

▲乾杯のご挨拶 小泉全中貿副理事長 

合同懇親会 
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令和元年 12 月 5 日 

厚生労働省労働基準局安全衛生部長 

 

有害物ばく露作業報告対象物(令和２年対象・令和３年報告)について 

 

労働安全衛生規則 （昭和 47 年労働省令第 32 号 。以下 「安衛則 」という。）

第 95 条の６の規定に基 づく報告 （以下 「有害物ばく露作業報告 」という。）は、

事 業 場 における労 働 者 の有 害 物 へのばく露 の状 況 等 を把 握 し、その評 価 等

を行った結果 、ばく露 によって健 康障害 が発生 するおそれのある場 合 には、必

要 な措 置 を講 じていくことを目 的 としたものであり、化 学 物 質 対 策 を効 果 的 に

進 めていく上 で必要なものとして平 成 18 年から行 われています。  

有 害 物 ばく露 作 業 報 告 の対 象 となる物 については、厚 生 労 働 大 臣 が定 める

物 等 により定 められていますが、本 日 、告 示 の一 部 が改 正 され、下 記 のとおり

令和 ２年 １月 １日から同年 12 月 31 日を対象期間 とする有害物 ばく露 作業報

告 （報告期間は令和 ３年 １月 １日から同年 ３月 31 日 まで）の対象 となる物が新

たに定められました。  

つきましては、本 制 度 の趣 旨 を御 理 解 の上 、下 記 の事 項 について周 知 いた

だき、有 害物 ばく露作 業報告 の対 象 となる事 業場 において適 正に有害物 ばく

露作業報告がなされるよう御協力をお願 いいたします。  

 

記 

 

１  有害物ばく露作業報告制度の概要  

安衛則第 95 条の６の規定に基づき、事業者は、労働者に健

康 障 害 を生 ずるおそれのある物 で厚 生 労 働 大 臣 が定 めるもの

を製 造 し、又 は取 り扱 う作 業 場 において、労 働 者 を当 該 物 のガ

ス、蒸 気 又 は粉 じんにばく露 するおそれのある作 業 に従 事 させ

たときは、事業場ごとに安衛則様式第 21 号 の７による報告書を

所轄労働基準監督署長に提出 しなければならないこと。  

2. 有害物ばく露作業報告対象物（令和２年対象・令和３年報告）について・・・・・・・・ 
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２  有害物ばく露作業報告の対象 となる物  

今 般 の告 示 の一 部 改 正 により新 たに有 害 物 ばく露 作 業 報 告

の対 象 となる物 は、次 の表 の中 欄 に掲 げる物 及 び対 象 物 を含

有 する製剤 その他の物 （対象物 の含有量 が同表 の右欄に掲げ

る値であるものを除 く。以下 「製剤等 」という。）であること。  

 

コード 物 
含有量 

（重量％） 

２５０ モリブデン化合物（三酸化モリブデンに限る。） 0.1％未満 

 

 

３  有害物ばく露作業報告の期間等  

事業者は、令和 ２年 １月 １日から同年 12 月 31 日 までの間に

事業場 において製造し、又 は取 り扱った対象物 の量 （製剤等を

製 造 し、又 は取 り扱った場 合 における当該 製剤 等 に含有 される

対象物の量 を含む。）が 500 キログラム以上になったときは、令

和 ３年 １月 １日 から同 年 ３月 31 日 までの間 に、所 轄 労働 基 準

監督署長に報告書を提出しなければならない。  

以上  
 
 
  



令和 2年全中貿ニュース 2月号   

 
 
 

 

3. 中小企業庁からのお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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▶本ニュースに関するご照会・ご意見等は、全中貿事務局 (大洋株式会社内) 鹿内 までお願いします。 

全中貿事務局  TEL/ 06-6443-5810  E-MAIL / zenchubo.jimukyoku@jafta.jp 

ＪＩＣＡラバト事務所を訪問 

在モロッコ日本大使館を訪問 


